
 

 

 

 

報道機関各位 

 

パープルライトアップの実施について 

 

毎年 11月 12日から 11月 25日（女性に対する暴力撤廃国際日）までの 2週間は、「女性に対する

暴力をなくす運動」期間です。この運動の趣旨に賛同して、パープルライトアップを実施します。 

 

記 

１ 事業概要 

東京スカイツリーをはじめ全国各地で、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンに

ちなみ、「パープルライトアップ」が実施されます。この運動の趣旨に賛同して、米子市でも初めて

米子市公会堂をパープルライトアップします。 

ライトアップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、被害者に対して

「ひとりで悩まず、まずは相談してください」というメッセージが込められています。 

 

 

                 

  

 

 

 

 

２ 実施期間 

 令和元年１１月１２日（火）、１３日（水）、２２日（金）、２３日（土）の４日間 

日没から２１時００分まで 

３ 点灯式 

・ヨネギーズ親子が点灯スイッチを押します。（１６時５５分） 

・参集いただいた方、先着５０名様に、皮が紫に因んでサツマイモ進呈。 

４ 「女性に対する暴力をなくす運動」について 

   配偶者等からの暴力、性犯罪、セクハラ、売買春、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性 

  の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題。 

女性に対するあらゆる暴力の根絶に向け、内閣府を始め男女共同参画推進本部構成府省庁が主唱し 

実施しているもの。毎年、全国各地においてさまざまな関連行事や取組みが行われている。 

５ 各地での実施状況 

  ・H21年の東京タワーでの実施を機に、次第に全国各地に広がる。 

・鳥取県内では H29年 鳥取駅前のバードハットが初。鳥取県内では２箇所目（本日時点）。 
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